
 

事 務 連 絡 

令和３年７月２０日 

 

公 益 財 団 法 人 日 本 中 学 校 体 育 連 盟

公 益 財 団 法 人 全 国 高 等 学 校 体 育 連 盟

公 益 財 団 法 人 日 本 高 等 学 校 野 球 連 盟

公 益 財 団 法 人 日 本 ス ポ ー ツ 協 会 

全 国 中 学 校 文 化 連 盟 

公 益 社 団 法 人 全 国 高 等 学 校 文 化 連 盟 

 

ス ポ ー ツ 庁 政 策 課 学 校 体 育 室 

文化庁参事官（芸術文化担当）付学校芸術教育室 

 

中学生・高校生等を対象とした大会・コンクール等における生徒の 

成果発表の機会の確保等に係る取組について（依頼） 

 
 
 

部活動の大会・コンクール等は，生徒にとってこれまでの練習の成果を発揮する場であるととも

に，かけがえのない経験を得られる貴重な機会です。これまでも，スポーツ庁及び文化庁において

は，ガイドライン等を通じて，大会等の開催に当たっては，十分な感染症対策を講じた上で,でき

るかぎり実施していただきたい旨、お伝えしているところです。 

生徒の大会等への参加の可否については，主催者において，安全安心な大会等の開催のため，適

切に御判断いただくものではありますが，御判断に当たっては，例えば，学校関係者から感染者が

発生したことを持って，当該校の大会等への出場を一律に禁止とするのではなく，出場する生徒等

における感染者や濃厚接触者の有無,当該学校における感染の広がり等を確認して出場の可否を判

断するなど，大会等における感染の拡大を防止する観点から考慮すべき事項を踏まえて御判断いた

だきますようお願いいたします。あわせて,感染者の有無等を確認するには一定の時間がかかる場

合もあり得るところですが,正確な情報を基に参加の可否を御判断できるよう,大会等の運営上可

能な範囲で試合の順番を入れ替えるなどの特段の御配慮をいただきますようお願いいたします。 

スポーツ庁及び文化庁としては，引き続き生徒等にとって安全安心な大会等の開催に向けて，連

携協力して取り組んでまいりますので，生徒の部活動における成果発表の機会の確保が図られるよ

う御理解，御協力いただきますよう改めてお願いします。 

このことについて，加盟の団体・連盟等に対して周知くださるようお願いします。 
 

 

＜本件担当＞ 

（運動部活動について） 

スポーツ庁政策課学校体育室運動部活動推進係 

電話：03-5253-4111（内線 3777） 

（文化部活動について） 

文化庁参事官（芸術文化担当）付学校芸術教育室 

電話：03-5253-4111（内線 2832） 

生徒の部活動における成果発表の機会の確保に向けて御理解，御協力をお願
いします。 

御中 


